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記録管理の過去と現在

一一 サン= ドニ修道院証書集 <Cartulaireblanc>の

電子テキス トイヒについて 一一一

鈴木道也埼
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はじめに

現在インターネット上には、デジタル化され

た無数の文献データ(画像とテキスト)が公開

されている。フランスの場合、国立図書館が展

開する文献デジタ Jレ化プロジェクトくGallica>

によって、およそ七万点の所蔵文献がデジタル

化されている。 1) また中世史料研究において中

心的な役割を果たしている CNRS附属の歴史

史料研究所 (IRHT)は、文化通信省図書・読書

部と協同して、フランス圏内の公立図書館に保

管されている 中世装飾写本のうち、 400点

80，000枚の画像データベース化作業を終えてい

る。2) しかし画像形式ではなくデキスト形式で

の中世史料のデジタル化は、一部の文学作品を

除けば必ずしも順調に進んでいるとはいえな

い。3) 原因としては入力と校正に要する手間と

経費の問題、あるいはテキス ト情報全てをコー

ド化することの難しさといった技術的な問題を

挙げることができるが、そうしたなかでフラン

ス国立古文書学校 (Ecolenationale des char-

tes)は、中世文書史料に関して現在 4つの電子

化プロジェクトを精力的に進めているJ サ
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ン=ドニ修道院が 13世紀後半に制作した証書

集(カルチュレール cartulaire)iカルチュ

レーlレ=プラン (Cartulaireblanc) Jの電子テ

キス ト化プロジェク トもその一つである。成果

の一部はすでに国立古文書学校のサイト上で公

開されており、そこには個々の証書に関する基

本データだけではなく、関連する所領地図や年

表も添えられ、さらに証書全体に対する用語検

索機能も備えるなど、証書集に関する総合的な

データベースの構築を目指している様子がうか

カtえる。

ところで、近年このカノレチュレールと呼ばれ

る史料類型に対して、 中世人の歴史認識を分析

する手がかりとして高い関心が寄せ られてい

る。過去の証書を転写してひとつにまとめるカ

ルチュレー/レは、証書の目録と呼んでも差し支

えない性格を有しており 、中世人に とってみれ

ばそれは一種のデータベースであった。5) した

がって、現在進められているカルチュレール=

プランの電子テキス ト化は、いわば中世証書

データベースを再データベース化しようとする

試みであり 、作業そのものが、記録の管理に携

わる中世のアーキビス トと現在のアーキビスト

の、あるいは中世と現代の歴史家たちの歴史記

録管理法の違いについて、そして さらには彼等



の歴史認識の相違について考える材料を提供し

てくれているように思われる。

そこで以下では、先ず最初に 13世紀以降のサ

ンニドニ修道院におけるカルチュレール編集の

歩みを概観し(I)、次に国立古文書学校における

カルチュレール=ブラ'ン電子化プロジェクトの

内容を具体的に紹介することで、情報化社会に

おけるアーキビストや歴史家たちの歴史史料と

の関わり方について考える(II)。そして最後に、

中世後期にあって、サン=ドニの修道土たちが

どのような意図のもとにカルチュレールを制作

したのか、電子化されたデータベースを利用し

ながら、記録管理に携わる彼等の意識とその実

際について試論的考察を加えてみたい (III)。

I サン=ドニ修道院の発展と 13世紀にお

けるカルチュレールの編集

カルチュレールについて、国際文書形式学委

員会は次のように定義している。「カルチュレー

jレは、個人あるいは法人によって作成された、自

らに固有に属する文書史料のコピーの集成であ

り、作成者は、附子あるいはより稀には巻物に、

その財産及び諸権利に関する権利証書及びその

歴史或いは管理に関する史料を、その保存の確

保及び参照の便宜のために、完全にあるいは時

には抜粋の形で転写した、あるいは転写させた

ものである。J6)

サン=ドニ修道院が、おそらく証書に関する

「保存の確保及び参照の便宜jを目的として、今

回紹介するカノレチュレール=プランを始めとす

る複数の証書集や証書目録を作成するのは 13

世紀に入ってからである。しかしサン=ドニ修

道院の歴史そのものははるか以前に遡る。

殉教者ドニの墓所に建立されたサン=ドニ修

道院は、 7世紀の設立以来、パリを拠点のひとつ

とするメロヴィング、カロリング、カペーといっ

た歴代王朝の庇護を受け、イル二ド二フランス

地方を中心に広範な特権と広大な所領を獲得

し、フランス北東部を代表する有力領主のひと

つに成長していった。と同時にサン=ドニ修道

院は、ブルーリ修道院やサン=ジェルマン=

デ=プレ修道院とともに、そして 12世紀半ば以

降はほぽ独占的に、カペー ・ヴァロワ両王朝専

属の修史家として活躍したことも良く知られて

いる。 1274年に完成した『フランス大年代記

(LesGτandes Chroniques c1e France) Jはその

代表作である。7)

領主としての活動は寄進や売買に伴う数多く

の証書を産み出し、また修史家としての活動に

際しては数多くの写本を必要とすることにな

る。世俗的な活動の結果として、また宗教的知

的活動の一大拠点として、修道院は膨大な量の

写本や証書を所蔵していたから、修道士たちは

それらを維持管理するアーキビストして活動す

ることを必然的に求められた。『ルイ 9世伝Jの
作者として知られるサン=ドニ修道士ギョー

ム=ド=ナンジは、歴史家であると同時に「証

書管理者 (custoscartarum) Jでもあった。剖

にもかかわらず、サン二ドニ修道院における

証書集の制作は、他の修道院と比べ決して早く

はない。すでに 11世紀にはフランス各地の修道

院で計 20点以上の証書集が編集されていたこ

とが知られているが9)、サン=ドニ修道院で確

認される最初の証書集は、 12世紀前半、シュ

ジエールの修道院長在任期 0122-51年)に編集

された『特権の書 (Livredes privil邑ges)J 10)で

ある。これは 101フォリオからなり、サン=ド

ニ修道院に保存されていた「コンスタンティヌ

スの寄進状」を含む教皇勅書や皇帝勅書、ある

いは国王勅書などを転写している。 11) 次に、古

書体学的分析から 1228/31年頃に編集が開始さ

れたと推定され、 1277年作成の証書まで含むも

のが、『司祭のカルチュレーノレ (Cartulairede l' 

aumonerie) J 12) と呼ばれる 25フォリオからな

る小証書集である。この証書集については R グ

ロスが簡単な考察を加えている。彼は、『サン=

ドニ修道院年代記』に 11231年に当時の修道院

長が教会堂の再建を命じた」との記述あること

から、多額の出費に備えて修道院が自らの経済
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基盤を再確認する必要から証書集が作成された

のではないか、とその背景を推測 している。 13)

これに続いて 1277/78年頃に制作が開始さ

れ、 1300年頃にその作業を終えたのが、カル

チュレールニプランである。 14) 当時の修道院長

はマシュー=ド =ヴアンドーム(在任 1258-86

年)で、彼は先任のアンリ 2世が修道院を財政

危機に陥れた責任で解任された後を受けてい

た。マシューと同時代に活躍し たギョーム=

ド=ナンジは、自らの著作のなかでマシューが

この財政危機を乗り切ったことを称賛してお

り、 Rグロスは、この証書集に関しても、背景

には財産管理、すなわち所領統治強化のため権

利関係を整理 ・確認する必要性があり、それが

証書集編集の動機をなしていた、と指摘してい

る 15) 証書集の具体的特徴については III節に

譲るが、その規模は先の二つの証書集に比べ著

しく大部で、グラン・フォルマのサイズを持ち、

2段組で約 2，600通の証書が転写されている。そ

のなかには、後に挿入されたと思われる 1302年

及び 1307年の日付を持つ証書も含まれている。

この後、1151年から1302年までの証書を含

む『食糧係のカルチュ レール (Cartulairede la 

pitancerie).J 16) が制作されているが、この他 13

世紀後半から 14世紀前半にかけてサン=ドニ

修道院では、個々の所領を対象に計 16点のカ lレ

チュレールが編集されている。17) しかしこの時

期を過ぎると、以後サンニドニ修道院には新し

いカルチュレールは現れない。証書集に代わっ

て登場するのが証書目録(アンヴァンテル)で

ある。

サン=ドニ修道院初の証書目録は、先述のサ

ン二 ドニ修道士ギョーム=ド =ナンジ自身がそ

の編集に携わり、 1287から 89年頃に作成され

たとされる『黒の旧目録 (Ancien Inventaire 

Noir).J'8) である。その内容は、 基本的にはカル

チュレールニプランに収め られた個々の証書の

概要一覧であるが、III節で検討するように記載

形式にはいくつかの変更が認められる。14世紀

初めに作られた『黄の目録 くInventaire

Jaune).J19) はこの 目録をあ らためて編集しな

おしている。サン=ドニ修道院ではこの後も何 、

点かの目録作成が確認されており、 14世紀前

半、 1320年から 30年頃に編集された『黄の旧目

録 (AncienInventaire J aune).J側、 16世紀前半

の U520年の目録 (Inventairede 1520).121
)、そ

して 17世紀末(1688年一)から 18世紀初めに作

られた 『一般目録 (Inventairegeneral) .1 22)が知

られている。

このようにサン=ドニ修道院では、他の修道

院からやや遅れて 13世紀後半に突如としてカ

ルチュレール編集ブームが起こるものの、それ

は早くも 14世紀前半には終わり、以後の証書管

理業務において中心的な役割を果たすのは、オ

リジナル証書の転写を伴わない目録であった。

カ/レチュレール作成の動機を財政危機と結びつ

けるグロスの指摘は、証書集を用いた実務の実

際が明らかにされていないため、いまだ仮説に

とどまる。他方で、カルチュレールが特定の時

期に集中して現れていることから、その編集の

背景には、記録の管理 ・分類に対する修道士た

ちの考え方、意識の変化といった、実務レベ/レ

とは別の、例えば「過去に向かう心」といった

ような心性的要因を推測することも可能である

ように思われる。修道士たちはいかなる配慮を

持って証書集の編集にあたったか、現在進めら

れているカ Jレチュレール=プランの電子テキス

ト化プロジェクトは、はたしてこの間いに答え

るものとなり得るのであろうか。

II 現代の記録管理一フランス国立古文書

学校の試み

今回のプロジェクトの意義は、史料類型とし

てのカルチュレー/レへの注目が高まるなかで、

その政治的影響力において中世フランス政治文

化史上、決定的な重要性を有しているサン二ド

ニ修道院の代表的な証書集が電子テキスト化さ

れたということだけにとどまるものではない。

資料的価値の大きさにもかかわらず、こ れま で
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この証書集には校訂本が存在していなかった。

そのため古文書学校の学生たちは、オリジナル

の証書集に直接校訂作業を加え、紙媒体を経由

することなく電子テキス 卜化を試みている。こ

れは今後の史料刊行にも少なか らず影響を与え

るものとなるだろう。また同時に電子テキスト

化は、必然的に歴史史料を文書館から、そして

アカデミズムの枠から広く全世界に開放してい

くことになるが、それは歴史家と史料との関係

を大きく変えていく可能性をもっている。プロ

ジェク トの遂行に際して、責任者である古文書

学校教授Oギュヨジャナンは、次のような 5つ

の基本原則を定めているが、彼もこの点を強く

意識しているように思われるom

① accessibilit毛:史料テキストへの多様なア

クセス方法の提供:

カルチュレールの分析に際して、先ずは伝統

的な手法に基づく分析を保証しなければならな

い。すなわち、カルチュレーノレの構成通りに、最

初の章から、そして最初の証書から順番に見て

いくことが出来なりればならない。それに加え

て電子テキス トデータベースでは、証書が対象

とする地域や所領ごと、あるいは証書の作成年

代順、さらには全文検索機能を用いた証書内容

ごとの分析を可能とするような、並べ替えある

いはフィ ルタリ ング機能を加えることを目指し

ている O 証書を、対象 とする地理的空間のなか

に配置して分類・分析することが可能なように、

個々の証書には対応する地図データが添えられ

ている O また将来的には証書内容に関する索引

の作成も念頭に置かれている。

② interoperabilite， perennite:電子化され

たテキス卜の生命力の確保 :

入力したデータは消費されるものではなく、

将来に渡って歴史学界で利用される恒久的な価

値を持つことが望ましい。したがって史料テキ

ストならびに史料情報の記述に際しては、 TEI

(Text Encoding Initiative) コンソーシアムが

策定した DTD(文書型定義 Document Type 

definition) Jを明示した上で、 XML(eXtensi-
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ble Markup Language)と呼ばれる、文書構造

を記述するためのメタ言語を用いて記述を行っ

ている。ちなみに我が国では国文学研究資料館

が、「日本古典文学本文データベース」を XML

で作成し、試験的に公開しているoM また、テキ

ス卜データのメタデータ化に際しては、夕、プリ

ン ・コ ア (Dublin Core Metaclata Element 

Set) 25)を採用している。これによ ってデータの

検索効率を高めると ともに、外部とのデータ交

換を容易にするこ とが期待されてい る。

③ automatisation :データ入力作業におけ

る簡便性と連続性の確保:

古文書学校は、長期に及ぶこと が予想される

本プロジェク トが今後も継続的に展開されるよ

うに、電子テキス ト本文の入力や関連情報デー

タベースの作成、そしてそのネット上での公開

に際して、フリーソフトを積極的に活用してい

る。例えばアプ リケーシ ョンサーバーは Apa-

cheであり、データベースサーバーには Mysql

を、またスク リプト言語には PHPをそれぞれ

採用し、オープンソースソ フ トウェアによるシ

ステムの構築を試みている。26) 加 えてデータ入

力作業を簡便にするために、 RTF(リッ チテキ

スト形式)で作成された文書をツールを用いて

XML形式に変換した上で、 さらにこれを libX-

SLTなどを用いて HTML文書にすることも

検討されている。 27)

④ contextualisation :史料テキス卜のコン

テクスト性の重視:

史料テキス トは、 電子化されることで脱文脈

化の可能性が飛躍的に高まる。も ちろん電子化

された証書集を一つのコーパスと捉え、 その言

語学的分析 を進めていく 作業は充分可能であ

る。しかしこのプロジェクトにあっては、カル

チュレーノレは証書 (acte)を分類の単位とし、証

書中の一つの一つの言葉が文脈か ら完全に切り

離されてしまうこ とのないよ うに、データ検索

においては、 一証書(acte)と関連情報が常に一

体のものとして表示さ れるよう 配慮、されてい

る。



⑤ g-ratuite:史料テキス卜データ利用におけ

る無償性の保障

電子化された史料テキスト及び証書データ

ベースの利用に際してライセンス等の購入は不

要であり 、また利用に際して IDやノfスワード

の登録も必要とされない。必要とあれば研究者

がデータを紙媒体に印刷して使用することも許

可されている。プロジェクトメンバーは、史料

及び関連データを「国家が責任をもって公開し、

すべての人に等しくそして常に開放されるべき

公共財」 とみなしており、プロジェクト ・リー

ダーの O.ギュヨジャナンも「オープン=ソース

の原則に従って、我々が電子テキスト化に際し

て開発した用いた全てのソフ トウェアは、 同様

のデータベースの構築に際して無償で用いるこ

とが可能であるJと述べている。 28)

さて、このような原則のもとで電子テキスト

化されたカルチューレルとはどのようなもので

あろうか。以下にその一例を示す。

図 lに示したのは、カノレチュレールの 19番目

の章に分類されている修道院所領 Trembly関

連くDeTrambleio>証書の第 2番くII>である。

左上に見える電子テキスト 中の整理番号

くTremblay2>は、原則的には証書集の番号に

対応している。もちろん証書集のなかには固有

の番号を持たない証書、あるいは同じ番号を持

つ証書が存在しているが、その場合には、一つ

前の証書番号に aあるいは bを付すことで

(例・ 1Ga、1Gb)、史料番号と証書番号との聞に

ズレが生じるのを防いでいる。

証書データは、まず官頭に証書に関する基本

情報が紹介される。校訂者によって証書概要が

示された後、くA.>はオリジナル証書が存在する

場合、その史料番号を紹介している。史料テキ

ストに関して、当該証書集のオリジナル証書か

らの転写は、その精度の高さが評価されている

が、今回は可能な限りで転写前のオリジナル証

書との付き合わせを行った上で、電子化が行わ

れた。この点はギュヨジャナン自身が指摘して
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いることであるが、興味深いことに残存するオ

リジナjレ証書は、そのすべてが一つのまとまり

として国立公文書館に収められているわけでは

ない。サンニ ドニ修道院関連文書は基本的には

その多くが、「教会史料 (Monumentsecclesias. 

tiques) Jとして国立公文書館の整理系列 Lに分

類されているが、オリジナノレ証書調査の過程の

なかで、証書のあるものは選ばれて K I歴史史

料 (Monumentshistoriques) J系列に、あるい

はQI (王国)所領 (Domaines)J系列に、そし

てまたあるものは SI (ノマ リ周辺)教会施設財産

(Biens des etablissements religieux) J系列に

も分散している。これは証書の価値に対して当

時のアーキビス ト達が一定の判断を下していた

ことの現れである。カ jレチュレールのデータ

ベース化作業は、中世と現代の記録管理の在り

方だけではなく、近世から近代にかけての国家

による記録管理に関しても様々な知見を与えて

くれJるように，思わhる。くB.>は、カルチュレー

ノレ ・プラン中の該当部分の位置を示している。

次にくINDIQUE>には、個々の証書が、サン=

ドニ修道院で後世に編集された『黒の旧分類』

『黄の旧目録.1r黄の目録Jの3証書目録のどの

部分に、どのような表記で位置づけられている

かを示したものである。この部分を比較するこ

とで、個々の証書が時代を経るなかでサンニド

ニ修道院にとってどのようにその意味を変化さ

せていったのか、「証書の歴史」を辿ることが可

能になっている。

証書テキスト本文の部分は、省略されている

固有名詞には推測される部分を( )内で、補っ

たり(例 H(ugo))、二語をひとつにまとめて

記す(例 lidit， ladite . . .)古フランス語特有の

表記はそのまま残すなど、通常の校訂作業と同

様の表記方法を採用している。

こうして作成された電子テキストデータベー

スに関しては、「文書史料に関する伝統的な古書

休学的文書形態学的分析 とともに、証書集の統

計学的、コーパス言語学的分析」の可能性も指

摘されている。29) とはいえカルチュレール=ブ
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図 1 電子テキスト化されたカルチユレール=プランの例
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ランに収められた証書の数は膨大である。 学生

をI中心 とした校訂¥ 入力作業により、現在ま で

のところ一応、修道院所領 トランプリー (Trem-

bly)と/レイユ (Ruiel)の章に含まれる史料テキ

ス トデータは公開されているが、同様のペース

で作業を続けた場合、作業終了とデータベース

の全面公開は 2045年頃にな るとの予想が示さ

れている。

以下 III節では、既に公開されている二つの

修道院所領に関する章 を主た る対象に、ま た

ギュヨジャナンの先駆的研究 を手がか りに30)、

カルチ ュレール編集に携わった中世修道士たち

の過去認識について予備的考察を加 えてみた

し3。

III 中世の記録管理 カルチュレール二ブ

ランの基本的性格

1. カルチュレール=プランの構成

表 1は、 データベース を参考に31)、カルチュ

レール=プランの全体構成を整理した ものであ

る。 この証書集は 68の章を含むが、先ず最初に

サン=ドニ修道院その ものに関する証書類がま

とめられ、 その後くDeinfirmaria>くDecantoria> 

<De thesauraria>など、特権内容別に章が構成

されている。 しかし全体の 9割近 くは、修道院

の主な所領毎に、つま り地域別に証書が分類さ

れてい る。ネッ ト上に公開されている トランブ

リー及びルイ ユの章構成を見る限り 32)、章に収

められた各証書に は作成年月日が記されて お

り、証書の内容上の関連性を重視して、公布年

代順の転写が行われていない事例、あるいは内

容的には他の章に入れられるべき証書が、別の

章の中で転写さ れ配置されている事例が何件か

表 1 サン=ドニ修道院 <Cartulaireblanc)の全体構成

1m 章 タイ 卜 jレ |キl f信~ヨi 証書数

l章 D巴 villaBeati Dyonisii et appendiciis サン=ドニ市およびその他について 337 

2章 De ecclesia Sancti Pauli [サン=ドこにある]サン=ポル教会について 6 

3章 De feodis 封について 65 

4章 De川日rmana 施療院について 46 

5章 De cantoria 聖歌隊について 43 

7掌 De thesauraria 宝物庫について 15 

8章 De aqua Secana セーヌ JIIについて 13 

9牽 De tranverso aqua 水運について 13 

11章 De Inclicto (サン=ドニの)定期市について 6 

6、10章、及び 12章から 35章まで サン=ドニ修道院個別所領関係証書 1，121 

36章から 61章まで及び 66、67ti: サン=ドニ修道院個別所領関係証書 768 

62章 Pancarte Privilegia ecclesiarulll 教会関係文書及び諸特権(教皇勅書含む) 43 

63章 Privilegia parva 小特権(教皇勅書含む) 75 
2 

64章 De Anglia イングランドについて 11 

65章 De elemosina 施設付き司祭職について 46 

68章 De Haub巴in (ベルギー)エスベ一地方について 8 
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確認されるものの、原則的には証書の作成年代

順に配されている O またカルチューレlレ中の各

証書はオリジナル証書を忠実に転写している

が、 別の王のモノグラムが記されていたり、オ

リジナノレには記されていた証書の日付が欠落し

ているといった誤りも確認される。33)

こうした証書の配列がどのような意味を持つ

のかという点に関して、作成時に証書が入れら

れていた証書箱の順序、そして個々の箱の中に

おける証書配置に忠実にしたがっている、とす

る見解が現時点では優勢でトある。もちろんアー

キビストたる修道士が自らの過去認識に基づい

て意図的な選別、再配置を行ったとする可能性

は残されており、今後データベースに対して統

計学的分析が加えられることで新しい知見が加

えられる可能性はある。ただ証書集作成の時点

で、なんらかの整理原則が新たに立てられ、そ

れに則って証書配列の再編が行われた可能性は

低いとギュヨジャンナンは見ている。34) しかし

その一方で、カルチュレールからアンヴ、アンテ

ルへと続く修道院文書の目録化が持つ意味につ

いて、オリジナル証書からの転写に際しての修

正箇所、あるいは証書梗概の内容から考えて見

ることは可能である。この点について、カルチュ

レール=プランだけではなく『黒の旧日録』も

対象に加えて次に確認してみたい。

2. 力ルチュレール=ブランから 『黒の旧目録』

『黄の旧目録』ヘ

カルチュレールニプランから 12年後、今度は

サン=ドニ修道院初の証書目録である『黒の旧

目録Jが制作される。この目録の記載形式をカ

ルチュレールと比較してみるとき、 そこには以

下のような特徴が見られる。先ず第ーに目録に

あっては、同ーの内容を持つ証書は、その官頭

に「同じく同様のことについて、同ーの番号

で.. (Item de eodem sub eodem nWl1e-

ro . . .) Jと記される。そして先行する同内容の

証書と意識的に同じ整理番号を付された結果、

カルチュレール二プランとは異なる、より大き

な区分の中であらためて番号付けが行われる事

例が数多く確認される。日)

第二に、オリジナル証書が示していた多用な

証書類型が、目録への記載に際しては同内容の

ものと見なされ、単純化されてひとつの枠組み

の中で整理されている。すなわち、カルチュ レー

lレ=プランの第 1章に含まれるのは、主として

サン=ドニ修道院本体に関わ る国王文書であ

り、そこにはくpreceptum，privilegium， carta， 

con自rmatio，tractoria， emunItas>のような

様々なタイトノレを持つ証書が収め られていた

が、目録ではすべて「臣従[にと もなう諸特権]

について (Dehommagio) Jと紹介されている。

第三に、目録では、証書作成者について、寄

進者名、売却者名、国王名、諸侯名、教皇名を

記載しているが、証書集段階では転写されてい

たその他の聖職者に関しては、単にその役職名

(例 episcopi Parisiensis)のみ記されれてい

る。また国王名には浬名や世代を添え、 )1慎列を

明確にしている。36)

カルチュレール=プランや『黒の旧目録』が

作成されたl3世紀後半から末にかけては、『フ

ランス大年代記』に代表されるサン二ドニ修道

院の史書編纂事業が活発化する時期に一致して

いる。修道院では、膨大な写本を所蔵する図書

館においても刊、この時期蔵書整理(写本への整

理番号・分類番号の記入、蔵書票の作成) が行

われていたことが指摘されている。上で挙げた

3つの特徴のなかに、合目的的な合理性を持っ

ていた伝統的な証書配列を基本的には尊重しな

がらも、より合理的かつ効率的な形で過去を捉

えようとする修道士の姿勢を見ることは可能でト

あろうか。

14世紀初めに制作された『黄の旧日録』では

こうした特徴は一層顕著でトあるように思われ

る。目録には整理記号が採用され、ひとつひと

つの証書に、 箱番号、及び(参照を容易にする

ためと思われる)文字記号が割り当てられてい

る。38) 14世紀半ば以降、新しい証書集の制作は

確認されておらず、証書管理は目録と その分類



番号によって行われる。参考までに紹介してお

けば、こうした傾向は 16世紀の初めに制作され

た 0520年の目録Jでも変わらないように思わ

れる。 39) この目録では、①サン=ドニ修道院

そのものに関わる証書類が増大したため、目録

の下位区分として「創建Jr免税Jr裁判Jr市場」

「諸権利Jr恩赦Jr特権」などを設けている。ま

た② <SP)はくSaintPaul)、くCL>はくClignan

court>、くTo)はくThoury)など、文字記号の

略号としての意味が明確になってきている。③

目録の記述に初めてフランス語を使用してい

る。40) ④くCharlemaigne)など一部を除いて、

教皇名、国王名の表記に世代 (1..世J) を付記

することが一般的になっている。

IV むすびにかえて

『フランス大年代記jに象徴されるように、集

合的記憶として世俗的国家の歴史を紡ぎ出し始

めた歴史家修道士は、また同時に自らの修道院

の在り方に関わる記録の管理にも携わってい

た。 41) 13世紀後半以降のサン=ドニ修道院に

おいて、膨大な証書群は当初はカ jレチュレール

の形で、また後にはアンヴアンテルの形で分

類 ・管理されていた。それは、不確かであいま

いで、それゆえ多様であった人々の記憶を効率

的なかたちで定型化していくことになる。彼等

は現代のアーキビストにも通じる鋭敏な分析能

力を発揮していたが、他方で彼等とは異なり、管

理者にして利用者であるという点において、記

録管理の公平性 ・公開性に関しては大きな矛盾

を抱えていたといえよう。42)

もっとも 、修道院の政治的社会的影響力が絶

対主義期に向けて次第に低下していくなかで、

歴史もまた、閉じられた空間に簡もる教会歴史

家の独占物ではなくなり、俗人歴史家(大学人、

法律家、 地方名望家など)が新しい「記録と記

憶」を求めて初偉い始めることになる 043} しか

し、こうした新しい歴史家たちが手に入れた「記

録と記憶」は、近代国家形成期に整備された文

書館のなかに収めらることで、再び閉じられて

しまったように思われる。

今回紹介したフランス国立古文書学校の試み

は、この閉じられた「記憶と記憶」を、あらた

めて開放しようとするものであり、同様のプロ

ジェクトが現在各国で精力的に進められてい

る。歴史情報のデジタル化は、史料テキストを

核とする歴史データの流通過程を飛躍的に効率

化し、またその結果、これまでどちらかといえ

ば徒弟制的教育研究環境のなかで成果を蓄積し

てきた史料学が、聞かれたネットワークでの協

同と分業を経験することで、より豊かに発展し

ていく可能性も生まれてくる。

しかし他方で、インタ ーネット上に公開され

ている膨大な量の歴史情報データベースへのア

クセスが、常時接続環境と高速検索システムの

普及により、国籍や立場の違いを問わず全ての

人にとって容易であるとすれば、それはこれま

で個と共同体を成り立たせてきた伝統的で歴史

的な「記憶」の意味を低下させかねない。そう

なれば、集合的記憶そのもの、あるいはそれを

通じた共同性の再生産と いったものを課題とし

て常に抱えてきた歴史学も 、深い再検討を迫ら

れることになるだろう。歴史研究に携わる人々

が、アカデミズムとジャ ーナリズムとの様々な

対立を超え、かつての俗人歴史家たちと同様に、

新しいアイデンティティの構築に向けてイン

ターネットの中を紡偉い歩くといった光景も決

して不思議ではないように思われる。

本稿を、今年度で教育学部を御退職される島

岡光一教授に献呈いたします。

+
主

-2-

ロ

1) http://gallica.bnf.fr/ そのうち歴史分野に

分類されているものは 13130点で、そのなか

には参考図書 853点、史料 5511点(古代 250

点、中世 871点、近代 3700点、現代 343点)、

研究文献 3306点、雑誌 72点が含まれている。
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2) http://www.巴n!umi nures.culture.fr/ 他方

で IRHTは、教育省とも協力して、同省管轄

下の国立図書館 Biblioth邑queMazarine及び

Biblioth何回 Sainte-Genevi色ve所蔵の中世

装飾写本に関して、 くLibeJ司 Floridus>[http:// 

liber日oridus.cines.fr/]と呼ばれる画像データ

ペースプロジェクトを立ち上げてるo

3) ナント大学の電子テキスト刊行センター

(CETE: C巴ntre d'Edition de Text巴s

Electroniques)のサイトでは [http://palissy

humana.univ一nantes.fr /CETE/CETE 

htmJ]、 クレティアン ・ド・トロワ『荷車の騎

士』の 8点の写本に関して、その全文が電子テ

キスト化され公開されているo またナンシー

第二大学では『自然の鑑』、『歴史の鑑』、『諸学

の鑑Jからなるヴァンサン・ド ・ボーヴェ 『知

識宝鍛J写本の電子テキスト化プロジェク卜

が進行中である。 [http://atilfati!Ur/bichar

d/] 

4) 古文書学校の学生達が実質的な中心となって

進めているこの 4つのプロジェクトは、作業

を通じて学生が古文書学の素養を身につける

ことを当面の目的としているが、そういった

教育的な効果を超えて、研究の効率化、研究手

法の革新も期待されている。4プロジェク トの

概要は以下の通り。①フラ ンス中世古文書

学に関する基本文献目録の作成、②中世プ

ランス古文書学関連文献の総合目録データ

ベースくBEDE(Biblioth邑que d巴s etud巴S

diplomatiques et 邑ditions de sources 

clocllmentair四， Moyen Age francais) >の構

築、③古文書学校所有の文書史料デジタル

化と Web上での公開 (http://thel巴me.enc

sorbonne.fr / clossi ers/ ind巴x.php) ④サ

ン=ドニ修道院証書集くCartulaireblanc>の

電子テキスト化と Web上での公開。このプロ

ジェクトの内容については、 Olivier GlIyot-

jeannin， Le projet cl'eclition electroniqu巴 clu

Cartulaire blanc cle l'abbaye cle Saint-Denis 

et les projets e!ectroniques cle !'Ecole 

nationale cles Chart巴s，Le Medieviste et 

l'ordinateur， 42， 2003 [http://lemo.irht.cnrs 

fr/42/mo42_12.htm] (以下 01ivier Guyot-

jeannin， Le projet cl'邑clitionと11洛記。).

5) 岡崎敦「フランスにおける中世古文書学の現

在 カルチュレール研究集会(1991年 12

月 5-7日、於ノTリ)に出席して一一Jr史学雑

誌』第 102巻 1号、 89-110頁。松尾佳代子「カ

ルチュレールを読む 十二世紀初におけ

るサン ・メクサン修道院とリュージニャン城

主 J r史林j115-137頁。

6) Commission internationale cl巴 Diplomati-

q午lれu陪e

plomatiqu巴，Dψlomatiqueet Sigillographica， 

Saragoss巴， 1984， p. 122. 訳は岡崎、前掲論

文、 89頁を参考にした。

7) サン=ドニの修道士たちの手になる伝記や王

国年代記としてはシュジエール著 rJレイ 6-t立

伝jrルイ 7世伝』、プリマ編著『フランス大年

代記J、ギョーム=ド=ナンジ著『サン=ルイ

イ云J、 リシヤール=レスコ編著『フランス大年

代記(改訂版)jなどが良く知られている。

Gabrielle Spi巴gel，The Chroηicle Traditioη 

01 Saint-Denis: A Survey， Brookline， 

Mass. ancl Leyden， 1978 

8) Olivier GlIyotjeannin， La science cles ar-

chiv巴sa Saint-Denis， fin clu XIIIe -cl邑|コutclu

XVle siecle， Saint-Denis et la royaute， 

etudes offertes a Ber押!ard Guenee， Paris， 

1999 (以下、 OlivierGuyotjeannin， La sci 

enc巴 clesarchivesと111各言己)， p.340. 

9) Paul Bertrancl， La base cle clonnees {Car-

tulair巴s}de la section cle cliplomatique cle 

!'Institut cle rech巴rche et cl'histoire des 

text巴s(Orleans) 巴tI'entreprise clu Reper 

toire cles Cartulaires francais， Katharine 

Keats-Rohan 巴cl.)， Resourcing sources， 

Oxforcl， 2002， pp. 145-152. 

10) Arch， nat. LL. 1156 

11) その構成は以下の通り。フォリオ 1から 66ま

で・皇帝コンスタンティヌスから国王ルイ 7

世までの勅書(-1146)。フォリオ 66から 68v

ま で 修 道 院 長 シ ュ ジ エ ー ル の 遺 言 状

(1137)。フ 1 リオ 68vから 80vま で 教 皇 ザ

カリウスからエウゲニウス 3世ま での教皇勅

書(-1148。フォ リオ 80v以降修道院への所

領寄進に関する証書。

12) Arch， nat LL. 1174 
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13) サン=ドニ修道院のカルチュレールについて

概観的分析を加えたものとして、 Rolf Gros-

S巴， Remarques sur les cartulaires cl巴Saint→

D巴nisaux XIIIe et XIVe si邑cles，Olivier 

Guyotjeannin， Laurent Morelle et Michel 

Parisse (r巴unis)， Les Cartulaires: actes de 

la lable ronde o 1'ganisee tar l'Ecole 

natioηale des chartes et le G.D.R. 121 dll C 

N.R.5. (Paris， 5 -7 decembre 1991)， Paris， 

1993， pp. 279-288 

14) Arch.nat.LL.1157-1158 

15) くAbbatiametiam suam， Cjuam川 rebuset 

facultatibus inopem et quasi consllmptal11 

inventi， • • . suis temporibus 10cupletel11 recl 

c1iclit， et multllm in reclclitiblls augmentavit.> 

I-Iercule Geraucl (邑c1.)， Chronique latine de 

Gllilalllme de Nangis de 1113 a 1300 avec 

les co押tinuatioη5de cette chroniqlle de ] 300 

a 1368. t. 1， Paris， 1843， p. 269; Rolf Gros 

se，。ρ。cit.，p. 285. 

16) Arch. nat. LL. 1159 

17) その他 13世紀から 14世紀にかけてサン=ド

ニ修道院で別途制作されたカルチュレー/レと

して以下 16点を挙げることが出来る。①

Cartulairモ clela chantrerie ② Cartlllaire 

c111 grancl prieur ③ Cartulaire c1e la foncla 

tion cle Charles V ④ Car吋tll川l凶alr巴白s cl白巴

l'aL加a乱加制uω.1m治巾6ω加111悶e印r ⑤ Ca飢rt川1I叶1汁la凶a引山l日r伊モe cl仇e Ruぼ悶削巴引凶l汁l ⑤ 

Ca剖rt札tula別l日r肉e cl由eBe白au山.lr司別a引剖l日n ⑦ Ca剖rtL札ω1I川lけl凶凶凶a引訓l日r巴 d白巴

Tr悶R司ap印p巴白5 ③ Ca創rt札tllla創加I日r局巴 d仇巴 Damη1ゆ.1pl仰l巴印町印rr陀伺モe ⑨ 

Ca飢釘川M日げ川川r吋伺-tL川u山l

u日J刀l1y-Sai川川n川1北t一G 巴Oαr伺ge白s ⑪ Ca引r寸-tLいω;λ川刈u川lけla凶a引引li山ir戸e cl白巴

Mo町y円川v引凶/川刷川il川ller凶-s ⑫ C臼artulai同r悶巴 cl由:le巴 Saint-Mar-

ti n-clu-Tertre ⑬ Cartlllaire cle Mours ⑪ 

Cartulaire cle Franconville ⑮ Cartulaire 

c1e Montmorency ⑮ Cartlllaire cle la 

Chambr巴rieet cle l'Aumonerie [以上 Arch

na t. LL. 1163から 1176まで]

18) Arch. nat. LL. 1184 

19) Arch. nat. LL. 1186 

20) Arch. nat. LL. 1185 

21) Arch. nat. LL. 1187 

22) Arch. nat. LL. 1189 

23) Olivier Guyotjeannin， Le projet cl'eclition 

24) http://base3.nijl.ac.jp/Rcgi -bin/hOILJ10me. 

cglまた歴史情報に関しては、正倉院文書の

データベース化を XMLを用いて行った例が

知られている。データベース構築の過程とそ

の意義を紹介したものとして、後藤真・柴山守

「正倉院文書復原過程の XMLIXSLrによる

記述Jr情報知識学会誌JVol.11、NO.4、2002

年、 2-16頁;後藤真 ・柴山守「正倉院文書の

情報化と復原Jr正倉院文書研究J9号、2003

年、 130-149頁。

25) Iダプリンコア」とは、イ ンターネット上の情

報資源を組織化する際に必要とされる基本的

な要素のことである。その名称のもとになっ

た国際会議については次を参照。http://pllrl 

oclc.org/ clc/またそこで提案されている 15の

要素については以下を参照。 Dublin Core 

Metaclata El巴m巴ntSet， Version 1.1 [http:// 

clubl i ncore.org/ clocum巴nts/clces/J ダプリ

ンコア ・メタデータを用いて、研究機関や個々

のデータベースの遠い を超えた研究資源共有

化システムの構築を目指す我が国での諒みと

して、原正一郎・芝山守 ・安永尚志「メタデー

タによるデータベースの機関関連携の実現

人文科学データ共有のための標準化一」

26) Apache (アパッチ)は、 Webサーバーに利用

されているプログラムの約 70%を占め、最大

のシェアを誇っている。 Apacheについては

http://www.apache.or.jp/を参照。PHP(ピー

エイチピー)言語と MySQL(マイエスキュー

エル)を組み合わせたデーターベースシステ

ムは、コストや構築の容易さなどの点から優

れているとされ、医|際的に広く普及している。

PI-IPについては http://www.phpgr.jp人

MySQLについて http://www.softagency

co.jp/MySQL/をそれぞれ参照。

27) DTD-TEI形式でのデータ化に関しては

Galltier Poupeall， Reflexions sur l'utilisation 

cle la TEI pour COcler 1巴ssources ciiplomati 

Cjll巴sa partir cle l'exemple ciu Cartulaire 

blanc cle I'abbaye cle SainトDenis， Le 

Medieuisle et l'ordinateur， 43， 2004 

[http://I巴1110.i rht.cnrs.fr / 43/ 43-12.htm] 

28) Olivier Guyotjeannin， L巴 projetci'eclition 

29) Olivier Guyotjeannin， Le projet cl'eclition 
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30) 前掲の OlivierGuyotj巴annin，La science des 

archivesは、カノレチュレーノレと アンヴァンテ

ノレを対象にサン=ドニの修道士たちの記録管

理について分析した先駆的業績である。

31) http://elec巴nC.sorbonne.fr/ cartu lai reb 

1 anc/introgen巴rale4/

32) http://巴l巴C 巴nC.sorbonne.fr/ cartulaireb-

lanc/tremblay / ta bl巴/:http://elec.enc.sor-

bonne.fr / cartulair巴blanc/tr巴mlコlay/tabl巴/

33) 所領 Lenditに関する章の証書 5番、および

Tr巴mblayに関する章の証書 1番など。

34) Olivier Guyotjeannin， La science des ar-

chives， p.343 

35) くDeterritorio cle J ante>の XVII番 (Car-

tulaire) が XIX番(Inventaire) に、 <De

majore cle Sorbais>の IX番 (Cartulair巴)が

XI番 (Inventaire) に、 <D巴 clecimacle Sor-

bais>の VI番 (Cartulaire) が VII番

(Inventairりになど。

36) 参考までに主な国王の表記を以下に表で示す

が、目録におけるこの表記法は『フランス大年

代記Jと共通する部分が多い。

表国王表記の比較

Inventaire巾の表記 Cartilaireの表記 参 考

Dagobertus 同じ ダコーベルト l世

Luclovius日lillS I-IlusovillS ノレイ

Dagoberti 

Pippinus rex 同じ ピピン

lくarolusMagnus Karolus Impera シャlレyレ7 ーニュ

tOt 

Karlomannus frater Karlomamnus カノレロマン
Karoli Magni IrnperatOl 

LusovicllS imperator， 同じ ノレイ敬度帝

](arollls Calvus Iくarolusrex シャノレyレ禿頭王

Robertus rex 同じ 口̂'-ー-]レ

Philippus primus |司じ ブィリップ l世

LudovIcus GrosslIs Luclovicus seniOl ノレイ 6世

LusoviclIS JuniOl¥ 同じ /レイ 7世

LudoviCl1S pa tel 
Philippi secundi 

Philippus secundus 同じ アィリップ2世

Ludovicus pater sancte ノレイ 8世
memorie Ludovici 

Ludovicus sancte 同じ fレイ 9世

memorle 

Philippus tercius |司じ 7ィリップ3世

Philippus quartus フィリップ4世
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37) 15世紀半ばにおけるサン=ドニ修道院の所蔵

写本数は 1，600部と言われている。この数はク

レルヴォー (1472年時点で 1，600部)、シトー

(1482年時点、で 1，200部)、モンテ・カツシーノ

(1461年時点で 1，105部)に匹敵するもので

あった。しかし 16世紀末以降、大半の蔵書は

散逸してしまった。サン二 ドニ修道院所蔵写

本を分析したものとして、註 26で紹介した

Donatella Nebbia i ~Dalla Guardaの著作が

ある。 DonatellaNebbia i ~Dall a Guarcla， La 

bibliotheque de l'abbaye de Saint ~D仰is en 

J民間nce.'du IXe au XVlIIe siecle， Paris， 

1985 

38) 例えばくDeoctavo scrinio Sancti Dyonisii 

(サン=ドニの第 8の箱に)>など。また、証書

集の 23章、修道院所領 Beaurainに関する証

書のうち、第 1の箱に収められた 28通の証書

には、最初から順番に、以下のような記号が記

されている。

くA，B， C， GD+， E， F， +G十， H . . K， I， K， L， 

M，N，R，OF，T..V，X，Z，Y十 .+9， ++. 

D+... FIく+， Z+G， Q..， X，十 十十， MVP，

R+L， +.. T十E>01ivier Guyotjeannin， La 

science des archives， p. 349 

39) Olivier Guyotjeannin， La science des ar-

chiv巴s，pp. 350~51 . 

40) 例えばくLettredu roy> l'国王書簡」、くLettre

clu pape> l'教皇書簡」、 <Arrest>l'判決」など。

41) ともにサン=ドニ修道院から産み出された、

歴史叙述としての『サン=ド二年代記』と、法

文書としての 『証書集』のそれぞれに現れる過

去認識の構造を比較する試みがすでに古文書

学校教授の Pascal巴 BOURGAINによって始

めらオもている。

42) 1996年に開催された第 13回国際公文書館会

議(IntemationalCOLlI1cil on Archiv巴s)で

発表された「アーキビストの倫理綱領」では、

現代のアーキビストに求められるものとして

以下の要素を挙げている。①資料の現状維

持、②資料の評価、選別、維持管理、③資料

の保護、④資料の継続的利用、⑤資料に対

する行動の記録、⑤資料利用者への公平性、

⑦公開性とプライパシーの両立、⑧資料の

私的利用の禁止、⑨文書館学に関する専門



的知識、⑩同僚および関連領域の専門家と

の協力。

43) 鶴島博和 rr歴史」の誕生一一エドワード・デ

リング卿の知的ネッ トワークと「歴史学Jc 

1620-c. 1644一一」高田実・鶴島博和編著 『歴

史の誕生とアイデンティティ jEI本経済評論
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社、 2005年、 5頁。

(2005年 9月30日提出)

(2005年 10月 14日受理)


